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【今月の一言】 

気が付けば、梅雨の季節となりました。 

気分をリフレッシュしようと、新しくアロマオイ

ルを購入しました。なかなかスッキリとした天気に

なりませんが、気に入った香りに包まれると、自宅

でも充分気分転換になりますね。 

それでは今月もベイヒルズ社労士事務所便りを

お届けいたします。 （事務員 S） 

「選択的週休 3 日制」の導入に向け

て議論開始 

自民党の一億総活躍推進本部は、希望する社員が

週 3日休むことができる「選択的週休 3日制」の導

入に向けた議論を進めており、政府は、今夏の経済

財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）に盛り込

む方向で調整しています。 

◆コロナ禍の柔軟な働き方の後押しに 

厚生労働省の「令和 2年度就労条件総合調査」の

結果によると、全体の 82.5％の企業が「週休 2日

制」を採用（うち 44.9％は「完全週休 2 日制」を

採用）し、8.3％の企業が「完全週休 2日制より休

日数が実質的に多い制度」を採用しています。 

近年、働き方改革推進の一環として、大企業を中

心に週休 3 日制を導入する企業が増えていますが、

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、中小

企業でも在宅勤務や柔軟な働き方への対応が求め

られるようになりました。そこで、政府は、労働生

産性を高めながら働き方の選択肢を広げるために

「選択的週休 3日制」の導入を促す議論を開始しま

した。 

◆メリットと課題 

自民党の一億総活躍推進本部が示した「選択的週

休 3日制」のメリットは以下のとおりです。 

 育児や介護、治療に充てる時間の増加 

 リカレント教育（学び直し）や大学院進学に

よるキャリア形成 

 地方での兼業やボランティア活動の促進 

一方で、給与体系や人事評価、労務管理への

影響が懸念されます。特に 1日あたりの労働時

間が増え週の出勤日数が減ることによって、個

人や他の従業員への業務の負担が増えることが

考えられます。 

また、従業員の多い大企業や中小企業の人員

に余裕のある部署等は導入しやすいが、従業員

数の少ない中小・零細企業には導入のハードル

が高いとの意見も出ています。 

現在、企業は週休 3日制を労使の合意などで

導入することができますが、政府は「選択的週

休 3日制」を導入する企業に対する助成金等の

支援も検討しているとしています。今後、メリ

ットや課題について十分に議論し、労使双方の

効率化が図られることを期待したいと思います。 

【厚生労働省「令和2年度就労条件総合調査」】 

「令和 3年度地方労働行政運営方

針」にみる労務管理のポイント 

◆気になるポイントは？ 

今後の労働基準監督署等による監督・指導方

針の傾向がわかる「令和 3年度地方労働行政運

営方針」が策定されました。気になるポイント

を見ていきましょう。 

◆雇用の維持・継続に向けた支援 

新型コロナウイルス感染症への緊急的な対応

期を経て、ポストコロナへ政策の重心が移って

いくようです。 

産業雇用安定助成金やトライアル雇用助成金

などを活用した、在籍型出向の活用や再就職支

援を支援する、とあります。出向契約や出向に

関する意向の確認などが重要となるでしょう。 

◆女性活躍・男性の育児休業取得等の推進 

女性活躍推進法の行動計画策定義務対象企業

が、この 4 月より 101人以上に拡大されてい

ます。また、新設が予定される、いわゆる男性

版産休制度（子の出生後 8 週間に 4 週間の休

みを取得可能とすること等が柱）も、制度の施

行は 2022 年秋頃が予定されているようです

が、どのような内容になるのか確認しておく必

要があるでしょう。 

◆テレワーク、労災 

今や、やっている・知っていて当然となった

テレワークに関しても、取組みを強化するよう

です。人材確保等支援助成金による支援があり

ます。テレワークに関しては技術的な面からも、

労働時間の管理、健康管理などの労務管理の面

からも、これから人事労務担当者の必須の知識

となるでしょう。 

また、新型コロナウイルス感染症による労災

にも注意しておきましょう。医療関係の職種だ

けではなく、ビルメンテナンス業の清掃員や建

設業の施工管理者・営業職従事者・建設作業員、

港湾荷役作業員、販売店員でも新型コロナウイ

ルス感染症による労災が認められた事例があり

ます。 

監督・指導は長時間労働の是正に関する監督

指導が中心にはありますが、今年度の運営方針

では、職場のハラスメントや勤務間インターバ

ル、同一労働同一賃金などについても触れられ

ていますので、昨今の傾向を反映した調査・指

導にも注意が必要です。   

6月の税務と労務の手続 

［提出先・納付先］ 

1日 

○ 労働保険の年度更新手続の開始 

＜7月 10日まで＞［労働基準監督署］ 

10日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額納付 

  ［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出 

＜前月以降採用の労働者がいる場合＞ 

  ［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付 

  ［郵便局または銀行］ 

30日 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付 

＜第 1期分＞ ［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付 

  ［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出 

  ［年金事務所］  

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出 ［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出 

（雇用保険の被保険者でない場合） 

＜雇入れ・離職の翌月末日＞ ［職安］ 

雇入時及び毎年一回 

○ 健康診断個人票 ［事業場］ 
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